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「
地
震
防
災
対
策
用
資
産
の
取
得
に
関
す
る
特
例
措
置
」
（
所
得
税
・
法
人
税
）

関
連
条
文
四
段
表

租
税
特
別
措
置
法

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則

内
閣
府
告
示

（
地
震
防
災
対
策
用
資
産
の
特
別
償
却
）

(

地
震
防
災
対
策
用
資
産
の
特
別
償
却)

第
十
一
条
の
二

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
個
人
で
そ
の

第
五
条
の
十
一

法
第
十
一
条
の
二
第
一

施
設
等
に
つ
き
地
震
防
災
の
た
め
の
対
策
を
早
急
に
講

項
に
規
定
す
る
地
震
防
災
の
た
め
の
対

ず
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
が

策
を
早
急
に
講
ず
る
必
要
が
あ
る
も
の

、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
大
規

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置

模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭

法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
第
四

和
五
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
）
第

号
に
規
定
す
る
地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
そ
の
他
の
地

四
条
各
号
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
の

震
防
災
の
た
め
の
対
策
を
緊
急
に
推
進
す
る
必
要
が
あ

管
理
又
は
運
営
を
行
う
個
人
と
す
る
。

る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
と
し
て
政
令
で
定
め
る
区
域
内

２

法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

に
お
い
て
、
地
震
防
災
に
資
す
る
機
械
及
び
装
置
そ
の

る
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
次
に
掲
げ

他
の
減
価
償
却
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
そ

る
区
域
と
す
る
。

の
製
作
若
し
く
は
建
設
の
後
事
業
の
用
に
供
さ
れ
た
こ

一

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（

と
の
な
い
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
震
防
災

昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）

対
策
用
資
産
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
、
又
は
地
震
防

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
震

災
対
策
用
資
産
を
製
作
し
、
若
し
く
は
建
設
し
て
、
こ

防
災
対
策
強
化
地
域
と
し
て
指
定
さ

れ
を
当
該
個
人
の
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
（
所
有
権

れ
た
区
域

移
転
リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
当
該
地
震
防
災
対

二

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震

策
用
資
産
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
を
除
く
。

防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措

）
に
は
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
に

置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
二

お
け
る
当
該
個
人
の
事
業
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
当

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

該
地
震
防
災
対
策
用
資
産
の
償
却
費
と
し
て
必
要
経
費

東
南
海
・
南
海
地
震
防
災
対
策
推
進

に
参
入
す
る
金
額
は
、
所
得
税
法
第
四
十
九
条
第
一
項

地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
区
域

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
地
震
防
災
対
策
用
資
産

三

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝

に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
償
却
費
の
額

型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推

と
そ
の
取
得
価
額
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
金
額
と

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十

の
合
計
額
以
下
の
金
額
で
当
該
個
人
が
必
要
経
費
と
し

六
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
三
条
第

て
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
地
震
防
災

一
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
海
溝
・
千

対
策
用
資
産
の
償
却
費
と
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
必

島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策

（
地
震
防
災
対
策
用
資
産

要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
金
額
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い

推
進
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
区
域

の
特
別
償
却
）

。

３

法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

第
五
条
の
十
三

施
行
令
第

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十

２
・
３

略

る
政
令
で
定
め
る
減
価
償
却
資
産
は
、

五
条
の
十
一
第
三
項
に
規

二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
五
条
の
十
一
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気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

定
す
る
財
務
省
令
で
定
め

第
三
項
及
び
第
二
十
八
条
の
四
第
三
項
の

百
六
十
五
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

る
も
の
は
、
気
象
業
務
法

規
定
に
基
づ
き
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭

り
気
象
庁
が
行
う
同
法
第
二
条
第
四
項

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七

和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
一

第
二
号
に
規
定
す
る
地
震
動
（
以
下
こ

年
運
輸
省
令
第
百
一
号
）

条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
十
四
条
第
一
項

の
項
に
お
い
て
「
地
震
動
」
と
い
う
。

第
十
条
の
二
第
一
号
イ
の

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
機
械
及
び
装
置

）
に
つ
い
て
の
同
条
第
六
項
に
規
定
す

予
報
資
料
と
す
る
。

そ
の
他
の
減
価
償
却
資
産
を
次
の
よ
う
に

る
予
報
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
予

指
定
し
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

報
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
七
項
に

適
用
す
る
。

規
定
す
る
警
報
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を

内
閣
総
理
大
臣

麻
生
太
郎

含
む
。
）
又
は
同
法
第
十
七
条
第
一
項

一

緊
急
地
震
速
報
受
信
装
置
（
次
の
い

の
許
可
を
受
け
た
者
が
行
う
地
震
動
に

ず
れ
か
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
こ

つ
い
て
の
予
報
を
受
信
す
る
装
置
並
び

れ
と
同
時
に
設
置
す
る
専
用
の
報
知
装

に
こ
れ
と
一
体
と
し
て
整
備
す
る
こ
と

置
（
次
の
い
ず
れ
か
の
制
御
指
令
信
号

に
よ
り
地
震
防
災
に
著
し
く
資
す
る
減

に
基
づ
き
、
予
想
さ
れ
る
地
震
動
が
到

価
償
却
資
産
で
、
内
閣
総
理
大
臣
が
財

達
す
る
ま
で
の
時
間
及
び
震
度
に
関
す

務
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
も
の
と

る
情
報
を
自
動
的
に
報
知
す
る
も
の
を

す
る
。

い
う
。
）
を
含
む
。
）

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に

イ

気
象
庁
が
行
う
気
象
業
務
法
（
昭

よ
り
減
価
償
却
資
産
を
指
定
し
た
と
き

和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

は
、
こ
れ
を
告
示
す
る
。

第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る

地
震
動
（
以
下
「
地
震
動
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
の
同
条
第
六
項
に
規

定
す
る
予
報
（
以
下
「
予
報
」
と
い

う
。
）
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す

（
地
震
防
災
対
策
用
資
産
の
特
別
償
却
）

(

地
震
防
災
対
策
用
資
産
の
特
別
償
却)

る
警
報
（
以
下
「
警
報
」
と
い
う
。

第
四
十
四
条

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
法
人
で
そ
の
施

第
二
十
八
条
の
四

法
第
四
十
四
条
第
一

）
を
受
信
す
る
機
能
並
び
に
そ
の
受

設
等
に
つ
き
地
震
防
災
の
た
め
の
対
策
を
早
急
に
講
ず

項
に
規
定
す
る
地
震
防
災
の
た
め
の
対

信
し
た
予
報
及
び
警
報
に
基
づ
き
自

る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
が
、

策
を
早
急
に
講
ず
る
必
要
が
あ
る
も
の

動
的
に
制
御
指
令
信
号
を
発
信
し
て

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
大
規

緊
急
遮
断
装
置
そ
の
他
の
機
械
及
び

十
一
日
ま
で
の
間
に
、
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法

模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四

装
置
の
動
作
を
制
御
す
る
機
能
を
有

第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
地
震
防
災
対
策
強
化
地
域

条
各
号
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
の
管

す
る
装
置

そ
の
他
の
地
震
防
災
の
た
め
の
対
策
を
緊
急
に
推
進
す

理
又
は
運
営
を
行
う
法
人
と
す
る
。

ロ

気
象
庁
が
提
供
す
る
気
象
業
務
法

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
と
し
て
政
令
で
定

２

法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省

め
る
区
域
内
に
お
い
て
、
地
震
防
災
に
資
す
る
機
械
及

政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
次
に
掲
げ
る

令
第
百
一
号
）
第
十
条
の
二
第
一
号

び
装
置
そ
の
他
の
減
価
償
却
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も

区
域
と
す
る
。

イ
の
予
報
資
料
（
以
下
「
予
報
資
料

の
の
う
ち
製
作
若
し
く
は
建
設
の
後
事
業
の
用
に
供
さ

一

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第

」
と
い
う
。
）
を
受
信
す
る
機
能
、

れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
地

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
震
防

そ
の
受
信
し
た
予
報
資
料
に
基
づ
き
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震
防
災
対
策
用
資
産
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
、
又
は

災
対
策
強
化
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ

気
象
業
務
法
施
行
規
則
第
十
条
の
二

地
震
防
災
対
策
用
資
産
を
製
作
し
、
若
し
く
は
建
設
し

た
区
域

第
一
号
ロ
の
計
算
方
法
を
定
め
る
件

て
、
こ
れ
を
当
該
法
人
の
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
（

二

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震

（
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
気

所
有
権
移
転
外
リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
当
該
地

防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措

象
庁
告
示
第
十
一
号
）
の
計
算
方
法

震
防
災
対
策
用
資
産
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合

置
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

に
よ
り
地
震
動
の
到
達
予
想
時
刻
及

を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
用
に
供
し
た
日
を
含
む
事
業

東
南
海
・
南
海
地
震
防
災
対
策
推
進

び
予
想
震
度
を
計
算
す
る
機
能
並
び

年
度
の
当
該
地
震
防
災
対
策
用
資
産
の
償
却
限
度
額
は

地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
区
域

に
そ
の
計
算
の
結
果
に
基
づ
き
自
動

、
法
人
税
法
第
三
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

三

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝

的
に
制
御
指
令
信
号
を
発
信
し
て
緊

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
地
震
防
災
対
策
用
資
産
の
普
通

型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推

急
遮
断
装
置
そ
の
他
の
機
械
及
び
装

償
却
限
度
額
と
特
別
償
却
限
度
額
（
当
該
地
震
防
災
対

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
条
第

置
の
動
作
を
制
御
す
る
機
能
を
有
す

策
用
資
産
の
取
得
価
額
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
金

一
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
海
溝
・
千

る
装
置

額
を
い
う
。
）
と
の
合
計
額
と
す
る
。

島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策

（
地
震
防
災
対
策
用
資
産

ハ

気
象
業
務
法
第
十
七
条
第
一
項
の

２

略

推
進
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
区
域

の
特
別
償
却
）

許
可
を
受
け
た
者
が
行
う
地
震
動
つ

３

法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

第
二
十
条
の
八

施
行
令
第

い
て
の
予
報
を
受
信
す
る
機
能
及
び

政
令
で
定
め
る
減
価
償
却
資
産
は
、
気

二
十
八
条
の
四
第
三
項
に

そ
の
受
信
し
た
予
報
に
基
づ
き
自
動

象
業
務
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
気

規
定
す
る
財
務
省
令
で
定

的
に
制
御
指
令
信
号
を
発
信
し
て
緊

象
庁
が
行
う
同
法
第
二
条
第
四
項
第
二

め
る
も
の
は
、
気
象
業
務

急
遮
断
装
置
そ
の
他
の
機
械
及
び
装

号
に
規
定
す
る
地
震
動
（
以
下
こ
の
項

法
施
行
規
則
第
十
条
の
二

置
の
動
作
を
制
御
す
る
機
能
を
有
す

に
お
い
て
「
地
震
動
」
と
い
う
。
）
に

第
一
号
イ
の
予
報
資
料
と

る
装
置

つ
い
て
の
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
予

す
る
。

二

緊
急
遮
断
装
置
（
前
号
イ
、
ロ
又
は

報
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
予
報
」

ハ
の
制
御
指
令
信
号
に
基
づ
き
自
動
的

と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定

に
作
動
す
る
も
の
で
、
同
号
の
緊
急
地

す
る
警
報
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と

震
速
報
受
信
装
置
と
同
時
に
設
置
す
る

し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む

も
の
に
限
る
。
）

。
）
又
は
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
許

三

感
震
装
置
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の

可
を
受
け
た
者
が
行
う
地
震
動
に
つ
い

と
同
時
に
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）

て
の
予
報
を
受
信
す
る
装
置
並
び
に
こ

れ
と
一
体
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
に
よ

り
地
震
防
災
に
著
し
く
資
す
る
減
価
償

却
資
産
で
、
内
閣
総
理
大
臣
が
財
務
大

臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る

。
４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
り
減
価
償
却
資
産
を
指
定
し
た
と
き

は
、
こ
れ
を
告
示
す
る
。
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（
地
震
防
災
対
策
用
資
産
の
特
別
償
却
）

(

地
震
防
災
対
策
用
資
産
の
特
別
償
却)

第
六
十
八
条
の
十
九

連
結
親
法
人
又
は
当
該
連
結
親
法

第
三
十
九
条
の
四
十
八

法
第
六
十
八
条

人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
関
係
に
あ
る
連
結
子
法
人
で

の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
防
災

、
そ
の
施
設
等
に
つ
き
地
震
防
災
の
た
め
の
対
策
を
早

の
た
め
の
対
策
を
早
急
に
講
ず
る
必
要

急
に
講
ず
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る

が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も

も
の
が
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年

の
は
、
連
結
親
法
人
又
は
そ
の
連
結
子

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
大
規
模
地
震
対
策
特
別

法
人
で
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法

措
置
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
地
震
防
災
対
策
強

施
行
令
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
施
設
又

化
地
域
そ
の
他
の
地
震
防
災
の
た
め
の
対
策
を
緊
急
に

は
事
業
の
管
理
又
は
運
営
を
行
う
も
の

推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
と
し
て
政

と
す
る
。

令
で
定
め
る
区
域
内
に
お
い
て
、
第
四
十
四
条
第
一
項

２

法
第
六
十
八
条
の
十
九
第
一
項
に
規

に
規
定
す
る
地
震
防
災
対
策
用
資
産
（
以
下
こ
の
項
に

定
す
る
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
第
二

お
い
て
「
地
震
防
災
対
策
用
資
産
」
と
い
う
。
）
を
取

十
八
条
の
四
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
区

得
し
、
又
は
地
震
防
災
対
策
用
資
産
を
製
作
し
、
若
し

域
と
す
る
。

く
は
建
設
し
て
、
こ
れ
を
当
該
連
結
親
法
人
又
は
そ
の

連
結
子
法
人
の
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
（
所
有
権
移

転
外
リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
当
該
地
震
防
災
対

策
用
資
産
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
を
除
く
。

）
に
は
、
そ
の
用
に
供
し
た
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度

の
当
該
地
震
防
災
対
策
用
資
産
の
償
却
限
度
額
は
、
法

人
税
法
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

に
規
定
す
る
個
別
損
金
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る

同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
地
震
防
災
対
策
用
資
産
の
普
通
償
却
限

度
額
と
特
別
償
却
限
度
額
（
当
該
地
震
防
災
対
策
用
資

産
の
取
得
価
額
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
金
額
を
い

う
。
）
と
の
合
計
額
と
す
る
。

２

略


